
 
 

資料２ 
 

交通安全基本計画について 

 

 

 交通安全基本計画は、陸、海、空にわたり講ずべき交通の安全に関する

総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めたもの。この基本計画は交通安全

対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）に基づいて中央交通安全対策会

議（会長：内閣総理大臣）が作成することとなっている。 

 この基本計画に基づいて、国の関係行政機関では、毎年度、その年度に

おいて講ずべき施策を定めた計画を作成し実施するとともに、地方公共団

体においても、それぞれの区域内における長期的計画及び年度ごとの計画

を作成し実施している。 

 現在、第９次交通安全基本計画を実施しているところであり、同計画が

終了する平成２８年３月までに第１０次交通安全基本計画を作成する必

要がある。 

（参 考） これまでの交通安全基本計画の変遷 

計 画 計画作成年月日 計画期間 

第１次 昭和４６年３月３０日 昭和４６年度～５０年度 

第２次 昭和５１年３月３０日 昭和５１年度～５５年度 

第３次 昭和５６年３月３１日 昭和５６年度～６０年度 

第４次 昭和６１年３月２８日 昭和６１年度～６５年度 

第５次 平成 ３年３月１２日 平成 ３年度～ ７年度 

第６次 平成 ８年３月１２日 平成 ８年度～１２年度 

第７次 平成１３年３月１６日 平成１３年度～１７年度 

第８次 平成１８年３月１４日 平成１８年度～２２年度 

第９次 平成２３年３月３１日 平成２３年度～２７年度 
   


